
  
２０２１年６月１６日 

株式会社名古屋銀行 

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 

名古屋大学と名古屋銀行、 

産学連携に関する包括協定締結し、大学発スタートアップ創出を促進 
 

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学（総長：松尾清一、以下名古屋大学）と株式

会社名古屋銀行（取締役頭取：藤原一朗、以下名古屋銀行）は、下記の通り、「産学連携に

関する包括協定書」を締結いたしましたので、お知らせします。 

本協定は、東海国立大学機構が設置されてから初めて金融機関と締結する連携協定とな

るもので、東海地域のスタートアップ・エコシステムの形成のために、双方のリソースを活用し、

大学発スタートアップ創出・支援等における課題解決を目指すものです。 

 名古屋大学と名古屋銀行は、今後も大学発スタートアップ創出への支援等の連携を通じ、

地域社会の発展につながる取組みを行ってまいります。 

記 

1. 連携の目的 社会課題の解決に取組む大学発スタートアップへの支援等を含む 

包括的な産学連携を通じ、地域社会の発展に貢献するため 

2. 主な連携内容 (1) 地域企業の技術開発ニーズ、課題解決等の相談・支援 

(2) 大学の学術研究成果及び共同研究等事業化に向けた協力・支援 

(3) 大学発スタートアップの創出・支援・育成に向けた協力・支援 

(4) 教育及び研究並びに人材育成に関すること 

(5) 地方創生及び地域活性化、その他産学連携に関わる推進 

3. 協定締結日 2021年 6月 16日（水） 

   

 

 

 

 

 

 

 

名古屋大学  名古屋銀行 

副総長 佐宗 章弘 取締役頭取 藤原 一朗 

※写真撮影時のみマスクを外しております 

以上 

 


